
「美酒美県やまなし」テロワール確立事業業務委託 
公募型プロポーザル審査結果 

 

公 表 項 目 内 容 

１ 契約名 「美酒美県やまなし」テロワール確立事業業務委託契約 

２ 審査年月日 令和５年９月１日（金） 

３ 総合評価の審査結果 企画提案業者名 総合点 

株式会社 Sake
サ ケ

 Business
ビ ジ ネ ス

 Laboratory
ラ ボ ラ ト リ ー

 ３７８ 

４ 契約方法 企画提案審査随意契約 

５ 契約金額 
31,955,000 円（税込） 

６ 落札者（契約者）の名称 
株式会社 Sake

サ ケ

 Business
ビ ジ ネ ス

 Laboratory
ラ ボ ラ ト リ ー

 

７ 契約締結年月日 令和５年９月４日 

８ 随意契約の理由及び根拠法令 

（企画提案審査方式の場合） 

本事業は、海外のワイン・日本酒の専門家に対し、県産ワ

イン・日本酒の産地特性（テロワール）に対する科学的・歴

史的観点での深い理解を促すことで、海外の専門家から世界

各国の酒類業界関係者等に向けて産地山梨の情報を発信し

てもらい、県産ワイン・日本酒のブランド力向上・輸出拡大

を実現するため、県産ワイン・日本酒のテロワールを示すた

めの地理学的調査や分析等の調査を実施するものである。 

この事業目的実現のためには、県産ワイン・日本酒の産地

特性に対する専門的知識や調査能力等を有する事業者から

提案を受け、予算の範囲内で最も効果的な企画を提案した者

を選定することが最も適当である。  

以上の理由から、その性質上、本契約は、競争入札に適さ

ないものとして、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2

号により、公募型プロポーザル方式により選定した業者と随

意契約することとし、山梨県財務規則第 137 条第 3 項の「特

別の理由がある場合」に該当するため、見積もり合わせを省

略する。 

９ 所属名 山梨県産業労働部 産業振興課 

 


